


　どこか懐かしい雰囲気のガラスの引き戸をガラガラと開ける
と、優しいグリーンの壁に、温もりある縁台のような座席、色とり
どりのポップなライトが温かな雰囲気で迎えてくれた。
　2022年6月にオープンした「En-Gawa Cafe」は、全国の島の
食材が楽しめるカフェだ。小田急線・向ヶ丘遊園駅南口から徒歩
約7分、住宅地にさしかかったところに店を構える。

「祖母の家にあった縁側のような場所をつくりたくて。内と外が曖
昧で、お隣さんがひょっこり現われて自然に雑談が始まる…。ここ
が垣根を越えて人と人を結ぶような場所になったら」と語るのは、
オーナーの吉田裕之さん。自身も島根県隠岐の島町の出身だ。
　カフェで使う食材には、出身地の隠岐諸島で漁獲されたスルメ
イカや小アジはもちろん、伊豆大島のウツボや保戸島のマグロな
どが登場し、離島に足を運ばずして島旅気分を楽しむことができ
る。一つの島にフォーカスした「島セット」や、さまざまな島の食材

を取り入れた「島めぐり御膳」な
どを、縁側のようにゆったりと
した時間が流れる同店ではい
つ来ても食べられる。ふくぎを
使った島のハーブティや種子島
の黒糖を使ったラテ、奄美大島
のミキを使った健康ドリンクな
ど、ドリンクメニューだけでも
島の景色が見えるようだ。

「カフェのコンセプトを考えてい
た時、若い頃はあんなに出たく

て仕方がなかった島が、自分のアイデンティティであることに気づ
きました」と、笑顔で語る。大学進学を機に18歳で島を出て上京。
伊勢丹に就職してから約30年、50歳を過ぎて早期退職を決めた
時には、以前から興味のあったカフェを開こうと心に決めていた。
退職後の3年間はカフェ開業の学校へ通い、生産地をまわり、イ
ンテリア雑貨を買い集め…と必死だった。出身地の島、伊勢丹時
代に培ったセンスと経験の全てが、このカフェに凝縮している。

「帰って寝るだけの場所だった地元の見え方が、カフェを始めてか
ら変わりました。今後はここが、地域で輝く星々の一つとなって、
地域を盛り上げていけたら｣
　もちろん、島との関わりも続けていくつもりだ。
｢あくまでも僕のやり方で、背伸びすることなく｣と、照れ笑いしな
がら語る吉田さん。島への思いも忘れなかった。

いつのまにかオープンしていたお店や、
隠れ家的存在のお店、かわにし編集
スタッフいちおしのお店などを不定期にご紹介します。

隠岐島出身オーナーのカフェで島旅気分を
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上／オーナーの吉田さん。五島列島の「ばらもん凧」と一緒に。左／優しい緑色の
壁とインテリアの流木で島気分に。右上／島のパンフレットも多数あり。情報の発
信基地にもなっている。右下／店内では島の物産なども取りそろえる。

vol.18

上／「島のミックスフライ膳」1485円は一番人
気。八丈島のお母さんたちの作ったムロアジのメ
ンチカツと隠岐近海の小アジのフライがメインの
セット。右下／伊豆大島春巻き2本748円・3本
1078円。特産の明日葉と
カツオがたっぷり。

左／隠岐行きのフェリーで販
売している清酒「隠岐誉ワン
カップ」660円。右／「シャキ
シャキいかのきも醤油漬け」
605円。新鮮な隠岐のイカを
使用。ご飯が何杯も進む。
※価格はすべて税込。

代表取締役の新田渉世さん
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＜業務内容＞
川崎新田ボクシングジム運営・興行プロモート
〒214-0014 川崎市多摩区登戸2929
TEL：044-932-4639
http://www.nittagym.com/

有限会社ホープフル

すべては“負けに負けるな”から始まった
ピオン黒田雅之さんの引退セレモニーがフ
ロンターレ戦のハーフタイムで盛大に行わ
れた。「川崎から世界へ」を掲げて共に手を
携えていく。
　2023年4月からは立教大学院スポーツ
ウエルネス学研究科に入学した。「これまで
の集大成を学術的な論文として世に送り出
したい。選手経験のある僕だからこそ書ける
ことがあると思うんです」と、意気込む。
　相手を打ち負かして勝ちを取りにいくボ
クシング。最後に敵とハグを交わすのは、同
じリングで苦しみを味わった「同士」だから
こそ。シンプルなスポーツがゆえに根源的
な魅力がある。そう語る新田さんの目は、い
つしか少年のような目に戻っていた。
　今後は選手たちが練習に専念できる職場
環境づくりに向けて、積極的に企業に働き
かけていくという新田さん。「ジムから世界
王者を輩出したい」と勝ちにもこだわる。ボ
クシングに惚れ込んだ男の夢はまだまだ尽
きることがない。

　小田急線 ・ 向ヶ丘遊園駅から徒歩6分
ほどのところにある「川崎新田ボクシングジ
ム」で、トレーニングに汗を流す人たち。ボ
クシングの厳しく近寄りがたいイメージとは
一転、そこには和気藹 と々した雰囲気が流
れていた。彼らに気さくに話しかけているの
が、川崎新田ボクシングジム創業者で、会長
を務める新田渉世さんだ。12歳で漫画『あ
したのジョー』に感銘を受け、18歳で金子
ジムに入門。大学在学中にプロデビューし、
1996年に32代東洋太平洋バンタム級王座
を獲得。引退後、米国生活、サラリーマン生
活を経て、2003年にジムを開設した。

「あらゆる世代にとって ジムが『街角の学
校』のような存在になれば。誰にとっても『居
場所』は大切です｣と、顔をほころばせる。
　現在、小学生から70代まで約200人の
会員たちが汗を流す。昨今の健康志向の高
まりで一般会員も多い。小学1年生から始
められる「キッズコース」には学校にうまく
馴染めない子どもたちもいる。

「最初は挨拶もできなかった子たちが、先輩
たちと接しているうちに大きく成長していき
ます」。ここには世代や立場を超えて自然に
学び合える環境があると、力説する。
　 ｢負けに負けるな」は、新田さんの座右の
銘だ。勝利のために苦しい練習に耐え、命
がけで闘うボクシング。勝敗によりその後の
人生が大きく変わる。自身も3度のタイトル
挑戦に失敗し、「負け」との向き合い方を身
をもって知った。

「ある時、ふとこの言葉が降りてきたんです。
『負け』は全てがダメなんじゃない。そこか
らいくらでも這い上がれる」と実感がこもる。
　新田さんはジムから、日本王者 ・ 東洋太
平洋王者などを多数輩出する一方、執筆 ・
講演・テレビ出演などを通じ、「地域密着と
ボクシングを通じた人間教育」も提唱する。 
現在、川崎西法人会副会長、多摩区観光大
使など地域の公職につき、精力的に活動する。
　「川崎フロンターレ」とも交流を重ねてい
る。元日本ライトフライ級 ・フライ級チャン

1  川崎新田ボクシングジムは青空に溶け込むような青と白が特徴の建物だ。　 2  最も多いのは好きな日時に自由に練習できる「一般コース」。「女性クラス」や「オヤジク
ラス」などのグループコースも好評だ。　 3  これまで川崎西税務署の広報大使にも度々任命されている。写真は2022年1月の任命式にて（左より、石本力川崎西税務署長
〈当時〉、新田さん、2023年1月に現役を引退した元日本スーパーバンタム級王者の古橋岳也さん、2022年6月に現役を引退した元日本ライトフライ級・フライ級王者の黒田
雅之さん、新田ジム所属・第2代日本ミニマム級ユース王者の伊佐春輔選手、吉澤光孝副署長〈当時〉）。
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川崎西税務署からのお知らせ 国  税 川崎西税務署からのお知らせ 国  税
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個人事業税、不動産取得税
および自動車税種別割は、
スマートフォンなどで電子
納税ができます。  

法人県民税・法人事業税等の申告や納税
は、eLTAX（地方税ポータルシステム）
を通じて行うことができます。
  

個人事業税、法人県民税・事業税等および自動車税種別割の納税証明書は、
県の電子申請システム「e-kanagawa 電子申請」から交付請求できます。 

※神奈川県では、eLTAXによる
電子納税を推進しています。

  

 
 
 

神奈川県から納税者の皆様へ大切なお知らせです

 
 
 
 
 
 
 

令和６年４月１日からは、受付時間外にご来所いただいても、
お手続きを行うことができませんので、ご注意ください。

◎ 次の手続きは、窓口にご来所いただかなくても可能です。
ぜひ、ご利用ください。

 
 
 
 
 

 

午前９時から午後４時30分まで

〇 電話でのお問い合わせは、午前８時 30 分から午後５時 15 分まで受け付け
ていますが、できるだけ午前９時から午後４時 30 分までの間にお願いします。

〇 県税に関する手続きは、郵送や電子申請（申告）のご利用をお願いします。
詳しくは、県税ホームページ「県税便利帳」をご覧ください。

県民の皆様へのお願い

県税事務所及び自動車税管理事務所本所の
窓口の受付時間は

となっております。
 

※自動車税管理事務所の各駐在事務所は、午前８時 30 分から午後５時 15分までです。 

そそのの他他のの県県税税のの納納税税法法人人二二税税のの申申告告・・納納税税

納納税税証証明明書書のの交交付付請請求求

神奈川県からのお知らせ 県  税 川崎市からのお知らせ 市  税
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⑴交際費等の損金不算入制度の延長と改正
　交際費の損金不算入制度の適用制限については、令和
９年３月までに開始する事業年度まで延長され、損金不算
入となる交際費から除外される飲食費等の額が、１人当
たり10,000円（現行は5,000円）以下の飲食費等に引き
上げられます。令和6年4月1日以後に支出する飲食費か
ら適用になります。中小企業特例が利用できない会社で
は、社内規程の見直し、従業員への周知徹底など有効に
利用していくべきです。中小法人については、従来通り年
間800万円まで損金算入が可能です。

⑵賃上げ税制
　構造的な賃上げを実現するための施策として、給与等
の支給額を増加した場合の税額控除制度について適用
期限が3年間延長されます。①原則的なルール、②従業
員数2,000人以下の法人向けルール、③中小企業向け
ルールの3階建ての構造になっています。
①原則的なルール
税額控除率を継続雇用者給与総額の増加率に応じて、控
除率を変動させたうえで、教育訓練費の増加率や女性活
躍・子育て支援の実施により税額控除率が上乗せされます。

※女性活躍支援はプラチナえるぼし、子育て支援はプラチ
　ナくるみんが要件
②従業員数2,000人以下の法人向けルール
青色申告書を提出する法人で常時使用する従業員数が
2,000人以下の場合は、継続雇用者給与総額の増加率
に応じて次のような控除率となります。ただし、その法人
と支配関係がある法人を合わせて常時使用する従業員
数が10,000人を超える法人は、原則的なルールの適用
になります。

※女性活躍支援はえるぼし3段階目以上、子育て支援はプ
　ラチナくるみんが要件

③中小企業向けルール
資本金1億円以下の中小企業向けの措置については、次
の通りで控除限度額は5年間繰越が可能となります。

※女性活躍支援はえるぼし2段階目以上、子育て支援はく
　るみん認定が要件

上記のグループごとに要件が順次緩和されていますが、
②を適用可能な企業が、①を適用した方が有利な場合、
①の適用が可能です。令和6年4月1日以後開始する各事
業年度に適用されます。

⑶戦略分野国内生産促進税制の創設
　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告法人が
令和9年3月末までに、認定事業適応事業者としてその事
業適応計画に記載された設備の新設又は増設に係る機
械その他の減価償却資産を取得し、国内にある事業の用
に供した時は、その認定日以後10年以内の各事業年度
において税額控除が受けられる制度が創設されます。

⑷イノベーションボックス税制の創設
　日本では従来から研究開発費税制として、入口の投資
額に税制上の特典を与えていました。イノベーションボッ
クス課税は特許権譲渡等の取引による所得、つまり出口
に対して税負担を軽減する制度です。
　青色申告法人が、令和7年4月から令和14年3月まで
に開始する事業年度に、居住者又は内国法人に対する特
定特許権の譲渡又は他の者に対する特定特許権の貸付
を行った場合は、①特許権譲渡等取引に係る所得金額に
対する適格研究開発費割合又は②当期所得金額のいず
れか少ない金額の30％を損金算入可能です。

⑸法人が有する市場暗号資産の期末における評価
　法人が有する市場暗号資産に該当する暗号資産で譲
渡についての制限その他の条件が付されている暗号資
産の期末における評価額は、①原価法か②時価法のうち、
法人の選定した評価方法によります。

⑹外形標準課税
　外形標準課税の対象法人について、資本金又は出資金
１億円超とする基準は維持されます。ただし、当分の間、そ
の事業年度の前事業年度に外形標準課税の対象法人
だった場合は、その事業年度に資本金１億円以下で、資本
金と資本剰余金の合計額が１０億円を超える場合には、外
形標準課税の対象とされます。なお、施行日以後最初に開
始する事業年度については、公布日を含む事業年度の前
事業年度に外形標準課税の対象法人で、その施行日以後
最初に開始する事業年度に資本金１億円以下で、資本金
と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合は、外形標
準課税の対象とされます。施行日は、令和７年４月１日です。

⑺倒産防止共済の損金算入の制限
　独立行政法人中小企業基盤機構が行う中小企業倒産
防止共済にについて、共済契約の解除があった後、共済
契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後２
年を経過する日までの間に支出するその共済契約に係る
掛け金については損金算入できません。令和６年10月以
後の共済契約の解除について適用されます。

⑴事業承継税制の改正
　事業承継税制について、特例承継計画等の提出期限
が令和6年3月31日から令和8年3月31日まで、2年間延
長されます。事業承継税制の特例贈与の適用期限は、従
来通りです。

⑵住宅取得資金にかかる贈与税の非課税制度の延長

　直系尊属からの住宅取得資金の贈与税の非課税措置
について、令和8年12月まで3年間延長されます。上乗せ
措置の対象となる省エネ等住宅の省エネ性能について、
要件変更が行われます。

　なお、耐震性能、高齢者等配慮対策等級等について変
更はありません。また、非課税限度額にも変更がなく、省
エネ等住宅であれば1,000万円まで、それ以外の住宅で
あれば500万円までとされています。令和6年1月1日以
後の贈与から適用されます。

⑴定額減税
　令和６年度分の所得税について３万円、令和６年度分の
住民税について１万円、結果として1人当たり4万円の定
額減税が実施されます。ただし、合計所得金額が1,805万
円を超える場合には適用されません。なお、定額減税は、
同一生計配偶者や扶養親族も対象となるので、配偶者と
子供が2人の場合は、4人分として16万円の減税額になり
ます。最短で6月以降の所得税と住民税から減額されます。

⑵適格ストックオプション税制の改正
①適格ストックオプション契約の権利行使により交付さ
れる譲渡制限株式の管理等に関する契約に従って、その
株式会社において当該株式が管理等される場合には、金
融商品取引業者等の営業所等に保管の委託等をしなけ
ればならないとの要件が不要とされます。
②年間の新株予約権の行使に係る権利行使価額の限度
額について、次のとおりとされます。
イ設立以後5年未満の株式会社が付与する新株予約権
については、1,200万円から2,400万円に引き上げら
れます。

ロ設立後5年以上20年未満の上場会社の株式で、上場
後5年未満である株式会社が付与する新株予約権に
ついては、1,200万円から3,600万円に引き上げられ
ます。

③中小企業等経営強化施行規則の改正を前提として、適
用対象となる特定従事者に係る要件が緩和されます。
④権利者が予約券に係る付与決議の日においてその新
株予約権の行使に係る株式会社の大口株主等に該当し
なかったことを誓約する書面等について、電磁的記録で
提供できることになります。

⑶エンジェル税制の改正
　エンジェル税制が利用できる投資について、一定の要
件を満たすストックオプションによる投資及び中小企業
等経営強化法施行規則の改正を前提とする一定の信託
を通じた株式の取得が含まれることになります。

⑷住宅ローン減税の改正
　認定住宅等を取得して令和6年中に居住の用に供した
場合の住宅ローン減税について、次の要件に該当する者を
子育て特例対象個人として借入限度額が上乗せされます。
①40歳未満であって配偶者を有する者
②40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の
扶養家族を有する者

　また、40平米以上の床面積要件の緩和措置は、令和6
年中に建築確認を受けた家屋について適用期間が1年間
延長されます。

⑸既存住宅のリフォームに係る税額控除
　既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の特別控
除は、子育て特例対象個人が、その者の所有する居住用
の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、令和
6年4月から12月までの間に居住の用に供した場合を適
用対象となります。子育て対応改修工事とは、①住宅内
における子どもの事故を防止するための工事、②対面式
キッチンへの交換工事、③開口部の防犯性を高める工事、
④収納設備を増設する工事、⑤開口部・界壁・床の防音性
を高める工事、⑥一定の間取り変更工事です。子育て対

応改修工事に係る標準的な工事費用相当額（250万円を
限度）の10％に相当する金額が控除額となります。
　なお、従来の既存住宅に係る特定の改修工事をした場
合の特別控除については、適用対象者の合計所得金額要
件を2,000万円以下に引き下げて、その適用期限を2年
間延長します。

土地に係る固定資産税等の負担調整措置
　宅地等及び農地の負担調整措置については、令和6年
度から令和8年度までの間、現行の負担調整措置の仕組
みが継続されます。

⑴プラットフォーム課税の導入
　国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う
一般向け電気通信利用役務の提供のうち、指定を受けた
特定プラットフォーム事業者を介して対価を収受するも
のについては、特定プラットフォーム事業者が行ったもの
とみなされます。令和７年４月以後に行われる電気通信利
用役務の提供について適用されます。

⑵国外事業者に対する事業者免税点制度の見直し
①特定期間における課税売上高による納税義務の免除
の特例について、売上高の代替として給与支払額による
判定の対象から国外事業者が除外されます。
②新規設立法人に対する納税義務の免除の特例につい
て、外国法人は基準期間を有したとしても、国内における
事業の開始時に、新規設立法人として判定が行われます。
③特定新規設立法人に対する納税義務の免除の特例に
ついて、特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外
分を含む収入金額が50億円超である者が直接又は間接
に支配する法人を設立した場合にその法人が加えられま
す。基準期間を有したとしても、国内における事業の開始
時に、特定新規設立法人として判定が行われます。令和6
年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

⑶国外事業者に対する簡易課税制度等の見直し
　課税期間の初日においてＰＥを有しない国外事業者に
ついては、簡易課税制度の適用を認めないことになりま
す。また、適格請求書発行事業者となる際の2割特例につ
いても利用できないこととされます。令和6年10月1日
以後に開始する課税期間から適用されます。

⑷高額特定資産の見直し
　高額資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡
易課税制度の適用を制限する措置の対象に、その課税期
間に取得した金又は白金の地金等の額の合計額が200
万円ある場合が加えられます。令和6年4月1日以後の仕
入れ分から適用されます。

⑸適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れ
　１件の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕
入れの合計額がその年又はその事業年度で10億円を超
える場合は、その超えた部分の課税仕入れについて80％
の経過措置は認めないこととされます。令和6年10月1
日以後に開始する課税期間から適用されます。

⑹登録申請書の提出期限の変更
　インボイス制度で帳簿への記載を要件としていた自動
販売機特例については、帳簿への住所等の記載が不要と
されました。令和5年10月1日以後に行われる帳簿の記
載について、運用上記載がなくても改めて求めないもの
とされます。

☆記事内容についてのお問合せは…
ＴIS税理士法人
税理士　飯田 聡一郎
TEL： 03-5363-5958
FAX： 03-5363-5449
HP: http://www.iida-office.jp/

法人税関係

相続税・贈与税関係

所得税関係
消費税関係

資産税関係

東京法人会連合会

～法人には朗報！交際費から除外される飲食費等の
金額が5,000円から10,000円に倍増～

　政府は、令和５年12月22日に令和６年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　法人会が提言していた交際費課税の特例の延長や、損金不算入となる交際費から除外さ
れる飲食費等の額が引き上げられました。また、賃上げ税制を強化し、あわせて１人４万円の
定額減税を実施することで、法人と個人の税制両面から、物価上昇に対する国民負担の緩和
を目指す改正となりました。主な内容をお知らせします。

令和6年度 税制改正大綱

継続雇用者
給与総額
３％以上
4％以上
5％以上
7％以上

控除率

10％
15％
20％
25％

教育訓練費
10％超

上乗せ5％

女性活躍・
子育て支援

上乗せ5%

継続雇用者
給与総額
３％以上
4％以上

控除率

10％
15％

教育訓練費
10％超

上乗せ5％

女性活躍・
子育て支援

上乗せ5%

雇用者給与総額

1.5％以上
2.5％以上

控除率

15％
30％

教育訓練費
10％超

上乗せ5％

女性活躍・
子育て支援

上乗せ5%

改正前
・断熱等性能等級4以上又は
一次エネルギー消費量等級4以上

改正後
・断熱等性能等級5以上かつ

一次エネルギー消費量等級6以上

認定住宅
ＺＥＨ水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅

子育て特例対象個人
5,000万円
4,500万円
4,000万円

その他
4,500万円
3,500万円
3,000万円

－法人会の税制改正提言－

⑴交際費等の損金不算入制度の延長と改正
　交際費の損金不算入制度の適用制限については、令和
９年３月までに開始する事業年度まで延長され、損金不算
入となる交際費から除外される飲食費等の額が、１人当
たり10,000円（現行は5,000円）以下の飲食費等に引き
上げられます。令和6年4月1日以後に支出する飲食費か
ら適用になります。中小企業特例が利用できない会社で
は、社内規程の見直し、従業員への周知徹底など有効に
利用していくべきです。中小法人については、従来通り年
間800万円まで損金算入が可能です。

⑵賃上げ税制
　構造的な賃上げを実現するための施策として、給与等
の支給額を増加した場合の税額控除制度について適用
期限が3年間延長されます。①原則的なルール、②従業
員数2,000人以下の法人向けルール、③中小企業向け
ルールの3階建ての構造になっています。
①原則的なルール
税額控除率を継続雇用者給与総額の増加率に応じて、控
除率を変動させたうえで、教育訓練費の増加率や女性活
躍・子育て支援の実施により税額控除率が上乗せされます。

※女性活躍支援はプラチナえるぼし、子育て支援はプラチ
　ナくるみんが要件
②従業員数2,000人以下の法人向けルール
青色申告書を提出する法人で常時使用する従業員数が
2,000人以下の場合は、継続雇用者給与総額の増加率
に応じて次のような控除率となります。ただし、その法人
と支配関係がある法人を合わせて常時使用する従業員
数が10,000人を超える法人は、原則的なルールの適用
になります。

※女性活躍支援はえるぼし3段階目以上、子育て支援はプ
　ラチナくるみんが要件

③中小企業向けルール
資本金1億円以下の中小企業向けの措置については、次
の通りで控除限度額は5年間繰越が可能となります。

※女性活躍支援はえるぼし2段階目以上、子育て支援はく
　るみん認定が要件

上記のグループごとに要件が順次緩和されていますが、
②を適用可能な企業が、①を適用した方が有利な場合、
①の適用が可能です。令和6年4月1日以後開始する各事
業年度に適用されます。

⑶戦略分野国内生産促進税制の創設
　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告法人が
令和9年3月末までに、認定事業適応事業者としてその事
業適応計画に記載された設備の新設又は増設に係る機
械その他の減価償却資産を取得し、国内にある事業の用
に供した時は、その認定日以後10年以内の各事業年度
において税額控除が受けられる制度が創設されます。

⑷イノベーションボックス税制の創設
　日本では従来から研究開発費税制として、入口の投資
額に税制上の特典を与えていました。イノベーションボッ
クス課税は特許権譲渡等の取引による所得、つまり出口
に対して税負担を軽減する制度です。
　青色申告法人が、令和7年4月から令和14年3月まで
に開始する事業年度に、居住者又は内国法人に対する特
定特許権の譲渡又は他の者に対する特定特許権の貸付
を行った場合は、①特許権譲渡等取引に係る所得金額に
対する適格研究開発費割合又は②当期所得金額のいず
れか少ない金額の30％を損金算入可能です。

⑸法人が有する市場暗号資産の期末における評価
　法人が有する市場暗号資産に該当する暗号資産で譲
渡についての制限その他の条件が付されている暗号資
産の期末における評価額は、①原価法か②時価法のうち、
法人の選定した評価方法によります。

⑹外形標準課税
　外形標準課税の対象法人について、資本金又は出資金
１億円超とする基準は維持されます。ただし、当分の間、そ
の事業年度の前事業年度に外形標準課税の対象法人
だった場合は、その事業年度に資本金１億円以下で、資本
金と資本剰余金の合計額が１０億円を超える場合には、外
形標準課税の対象とされます。なお、施行日以後最初に開
始する事業年度については、公布日を含む事業年度の前
事業年度に外形標準課税の対象法人で、その施行日以後
最初に開始する事業年度に資本金１億円以下で、資本金
と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合は、外形標
準課税の対象とされます。施行日は、令和７年４月１日です。

⑺倒産防止共済の損金算入の制限
　独立行政法人中小企業基盤機構が行う中小企業倒産
防止共済にについて、共済契約の解除があった後、共済
契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後２
年を経過する日までの間に支出するその共済契約に係る
掛け金については損金算入できません。令和６年10月以
後の共済契約の解除について適用されます。

⑴事業承継税制の改正
　事業承継税制について、特例承継計画等の提出期限
が令和6年3月31日から令和8年3月31日まで、2年間延
長されます。事業承継税制の特例贈与の適用期限は、従
来通りです。

⑵住宅取得資金にかかる贈与税の非課税制度の延長

　直系尊属からの住宅取得資金の贈与税の非課税措置
について、令和8年12月まで3年間延長されます。上乗せ
措置の対象となる省エネ等住宅の省エネ性能について、
要件変更が行われます。

　なお、耐震性能、高齢者等配慮対策等級等について変
更はありません。また、非課税限度額にも変更がなく、省
エネ等住宅であれば1,000万円まで、それ以外の住宅で
あれば500万円までとされています。令和6年1月1日以
後の贈与から適用されます。

⑴定額減税
　令和６年度分の所得税について３万円、令和６年度分の
住民税について１万円、結果として1人当たり4万円の定
額減税が実施されます。ただし、合計所得金額が1,805万
円を超える場合には適用されません。なお、定額減税は、
同一生計配偶者や扶養親族も対象となるので、配偶者と
子供が2人の場合は、4人分として16万円の減税額になり
ます。最短で6月以降の所得税と住民税から減額されます。

⑵適格ストックオプション税制の改正
①適格ストックオプション契約の権利行使により交付さ
れる譲渡制限株式の管理等に関する契約に従って、その
株式会社において当該株式が管理等される場合には、金
融商品取引業者等の営業所等に保管の委託等をしなけ
ればならないとの要件が不要とされます。
②年間の新株予約権の行使に係る権利行使価額の限度
額について、次のとおりとされます。
イ設立以後5年未満の株式会社が付与する新株予約権
については、1,200万円から2,400万円に引き上げら
れます。

ロ設立後5年以上20年未満の上場会社の株式で、上場
後5年未満である株式会社が付与する新株予約権に
ついては、1,200万円から3,600万円に引き上げられ
ます。

③中小企業等経営強化施行規則の改正を前提として、適
用対象となる特定従事者に係る要件が緩和されます。
④権利者が予約券に係る付与決議の日においてその新
株予約権の行使に係る株式会社の大口株主等に該当し
なかったことを誓約する書面等について、電磁的記録で
提供できることになります。

⑶エンジェル税制の改正
　エンジェル税制が利用できる投資について、一定の要
件を満たすストックオプションによる投資及び中小企業
等経営強化法施行規則の改正を前提とする一定の信託
を通じた株式の取得が含まれることになります。

⑷住宅ローン減税の改正
　認定住宅等を取得して令和6年中に居住の用に供した
場合の住宅ローン減税について、次の要件に該当する者を
子育て特例対象個人として借入限度額が上乗せされます。
①40歳未満であって配偶者を有する者
②40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の
扶養家族を有する者

　また、40平米以上の床面積要件の緩和措置は、令和6
年中に建築確認を受けた家屋について適用期間が1年間
延長されます。

⑸既存住宅のリフォームに係る税額控除
　既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の特別控
除は、子育て特例対象個人が、その者の所有する居住用
の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、令和
6年4月から12月までの間に居住の用に供した場合を適
用対象となります。子育て対応改修工事とは、①住宅内
における子どもの事故を防止するための工事、②対面式
キッチンへの交換工事、③開口部の防犯性を高める工事、
④収納設備を増設する工事、⑤開口部・界壁・床の防音性
を高める工事、⑥一定の間取り変更工事です。子育て対

応改修工事に係る標準的な工事費用相当額（250万円を
限度）の10％に相当する金額が控除額となります。
　なお、従来の既存住宅に係る特定の改修工事をした場
合の特別控除については、適用対象者の合計所得金額要
件を2,000万円以下に引き下げて、その適用期限を2年
間延長します。

土地に係る固定資産税等の負担調整措置
　宅地等及び農地の負担調整措置については、令和6年
度から令和8年度までの間、現行の負担調整措置の仕組
みが継続されます。

⑴プラットフォーム課税の導入
　国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う
一般向け電気通信利用役務の提供のうち、指定を受けた
特定プラットフォーム事業者を介して対価を収受するも
のについては、特定プラットフォーム事業者が行ったもの
とみなされます。令和７年４月以後に行われる電気通信利
用役務の提供について適用されます。

⑵国外事業者に対する事業者免税点制度の見直し
①特定期間における課税売上高による納税義務の免除
の特例について、売上高の代替として給与支払額による
判定の対象から国外事業者が除外されます。
②新規設立法人に対する納税義務の免除の特例につい
て、外国法人は基準期間を有したとしても、国内における
事業の開始時に、新規設立法人として判定が行われます。
③特定新規設立法人に対する納税義務の免除の特例に
ついて、特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外
分を含む収入金額が50億円超である者が直接又は間接
に支配する法人を設立した場合にその法人が加えられま
す。基準期間を有したとしても、国内における事業の開始
時に、特定新規設立法人として判定が行われます。令和6
年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

⑶国外事業者に対する簡易課税制度等の見直し
　課税期間の初日においてＰＥを有しない国外事業者に
ついては、簡易課税制度の適用を認めないことになりま
す。また、適格請求書発行事業者となる際の2割特例につ
いても利用できないこととされます。令和6年10月1日
以後に開始する課税期間から適用されます。

⑷高額特定資産の見直し
　高額資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡
易課税制度の適用を制限する措置の対象に、その課税期
間に取得した金又は白金の地金等の額の合計額が200
万円ある場合が加えられます。令和6年4月1日以後の仕
入れ分から適用されます。

⑸適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れ
　１件の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕
入れの合計額がその年又はその事業年度で10億円を超
える場合は、その超えた部分の課税仕入れについて80％
の経過措置は認めないこととされます。令和6年10月1
日以後に開始する課税期間から適用されます。

⑹登録申請書の提出期限の変更
　インボイス制度で帳簿への記載を要件としていた自動
販売機特例については、帳簿への住所等の記載が不要と
されました。令和5年10月1日以後に行われる帳簿の記
載について、運用上記載がなくても改めて求めないもの
とされます。

☆記事内容についてのお問合せは…
ＴIS税理士法人
税理士　飯田 聡一郎
TEL： 03-5363-5958
FAX： 03-5363-5449
HP: http://www.iida-office.jp/

法人税関係

相続税・贈与税関係

所得税関係
消費税関係

資産税関係

東京法人会連合会

～法人には朗報！交際費から除外される飲食費等の
金額が5,000円から10,000円に倍増～

　政府は、令和５年12月22日に令和６年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　法人会が提言していた交際費課税の特例の延長や、損金不算入となる交際費から除外さ
れる飲食費等の額が引き上げられました。また、賃上げ税制を強化し、あわせて１人４万円の
定額減税を実施することで、法人と個人の税制両面から、物価上昇に対する国民負担の緩和
を目指す改正となりました。主な内容をお知らせします。

令和6年度 税制改正大綱

継続雇用者
給与総額
３％以上
4％以上
5％以上
7％以上

控除率

10％
15％
20％
25％

教育訓練費
10％超

上乗せ5％

女性活躍・
子育て支援

上乗せ5%

継続雇用者
給与総額
３％以上
4％以上

控除率

10％
15％

教育訓練費
10％超

上乗せ5％

女性活躍・
子育て支援

上乗せ5%

雇用者給与総額

1.5％以上
2.5％以上

控除率

15％
30％

教育訓練費
10％超

上乗せ5％

女性活躍・
子育て支援

上乗せ5%

改正前
・断熱等性能等級4以上又は
一次エネルギー消費量等級4以上

改正後
・断熱等性能等級5以上かつ

一次エネルギー消費量等級6以上

認定住宅
ＺＥＨ水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅

子育て特例対象個人
5,000万円
4,500万円
4,000万円

その他
4,500万円
3,500万円
3,000万円

－法人会の税制改正提言－
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スマホ一つでビジネスが変わる
ChatGPT 活用で広がる中小企業の可能性

　1月17日、ホテルモリノ新百合丘において「令和6年 賀
詞交歓会のつどい」を開催し、多数のご来賓の方々にご
臨席いただくとともに、当会会員を含む96名の方々にお
集まりいただきました。
　田村精一会長の挨拶に始まり、ご来賓の菊池正純川崎
西税務署長、伊藤弘川崎市副市長、三瓶清美川崎商工会
議所専務理事よりご祝辞をいただき、乾杯は中澤公太神

奈川県税事務所長よりご発声をいただきました。
　会場の和やかな雰囲気の中、会員による新年の交歓が
行われました。

AI は、すでに見える形・見えない形で至る所で活用されています。その中で、人の問い掛けに対して、巨大な情報をもとに
人が分かる形で応える生成 AI が急速に広がりました。以下は人と AI が会話をしている例です。生成 AI は、人の五感に関
わるすべての分野で活用が広がっています。イラストや絵を描いたり、音楽を作ったり、さらには動画生成も実現しました。

広報 ・ IT 委員会では、時代の変化を急加速する AI や、その他の注目すべきことを事業で活用するための勉強会を
開催し、当会ホームページでも発信していきます。　　https://www.kawasakinishihojinkai.or.jp/

川崎西法人会 活動報告

「令和6年 賀詞交歓会のつどい」を開催しました

　一般社団法人神奈川県法人連合会の「令和6年新
年賀詞交歓会」ならびに「令和5年 叙勲・納税表彰受
章祝賀会」が、1月25日に横浜ベイシェラトンホテル
＆タワーズで開催され、来賓・会員合わせて220名が
参加しました。
　高橋神奈川県連会長による新年の挨拶で開会し、
来賓を代表して漢昭宏東京国税局課税第二部長、黒
岩祐治神奈川県知事、および亀井たかつぐ神奈川県
議会副議長が挨拶。
　その後、旭日双光章を受彰された梶川修司川崎南法
人会相談役をはじめ、今年度の表彰受彰者が壇上に上が
り、記念品の贈呈が行われました。

　黒木政人横浜中税務署長のご発声による乾杯後の懇
親会で他会との交流を行い、当会からは田村会長が出席
いたしました。

神奈川県法人連合会の
賀詞交歓会が開催されました

質問1
中小企業が ChatGPT を活用するメリットは？

質問2
具体的な活用例を教えてください。

質問3
ChatGPT の活用で、 企業はどのように変革しますか？

Message

回答1
中小企業の大きなメリットは、 効率化と創造性の向上です。
移動中でもメール作成や文書整理が可能になり、
限られたリソースを最大活用できます。

回答2
例えば、 営業資料の作成です。
特徴やメリットを伝えるテキストを素早く作成し、 営業活動
をスムーズに進めます。

回答3
ChatGPT の活用は、 業務の自動化に留まらず、 ビジネス
の質そのものを変えます。創造的なアイデア生成や、 新しい
ビジネスモデルの構築にも貢献し、
不要な会議も減る事でしょう。 ただし、 最終的な判断は人
の手に委ねられるべきです。

私たちは常に進化し、 ビジネスの新しい可能性を探求する
準備ができています。
中小企業の皆様、 一緒に未来を築いていきましょう！

Q

Q

Q

A

A

A

1. 挨拶をする田村精一会長　
2. ご来賓の菊池正純川崎西税務
署長
3. ご来賓の伊藤弘川崎市副市長
4. ご来賓の三瓶清美川崎商工会
議所専務理事
5. 乾杯のご発声は中澤公太神奈
川県税事務所長より  
6. 和やかな雰囲気に包まれた会場

1 2

4 53

6
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川崎西法人会会員様ご優待のお知らせ

イオンスタイル
オーパ

〒215-0026 川崎市麻生区古沢都古２５５

☎0120-700-098

◆PET検査の特長◆
早期発見・ 全身検査・悪性度を診断・治療診断・高い安全性
•正常細胞と異常細胞(がん細胞等)を区別する手段として、形の変化ではなく「代謝」という全く新しい概念が用いられた画像診断検査です。
　検査時に陽電子を放出する薬を注射して、体の中で薬が集まる様子を撮影します。
•月曜日～土曜日に受診できます。(祝祭日は除く) ※毎週水曜日は女性専用受診日です。
　PET-CTがんドックは、受付より終了まで約3時間程です。(基本コースのみの場合) ※6時間前より飲食制限あり
～ PET-CTがんドック受診の皆様には、当院レストランにて昼食をご提供しております。(13:30以降の受付者除く) ～

◆こんな方におすすめです◆
PET-CTがん検診の積極的な対象は、中高年者(特に50歳以上)にお勧めします。
※但し、遺伝的に高い発癌リスクを有する方は、この限りではありません。
“がん”の家族歴、喫煙などの危険因子を有するハイリスクな方に重点的にお勧めします。

◆安心のフォロー体制◆
検診結果に対する診療は、専門医による診療が受けられます。
脳検査(オプション)は、当院の専門医が判定を行い、検診後の外来診療もできます。

PET-CTがんドックのおすすめ
川崎西法人会会員様の提携医療機関としてご利
用できます。先進医療とセカンドオピニオンで信
頼を寄せられている専門医を数多く擁する総合
病院のＰＥＴ-ＣＴがんドックです。早目のご予約を、
お待ち申し上げます。

PET-CT

区分

正会員

賛助会員

資本金

500万円未満

500万円以上 800 万円未満

800万円以上

一律

多摩区・麻生区に事業所を有する
医療法人、学校法人、宗教法人、
NPO法人、公益法人等

9,000円

13,200円

18,000円

6,000円

9,000円

年会費の額

※同一代表者が複数の事業者でご入会の場合、２社目以降の会費は異なります。

お問い合わせは　川崎西法人会事務局
info@kawasakinishihojinkai.or.jp　

公益社団法人

川崎西法人会
TEL：044-980-4131
FAX ： 044-980-4646

法人会 年会費の自動引き落としについて
当会年会費の自動振替契約をされている方は、来る令和6年4月23日（火）に令和
6年度分（令和6年4月～令和7年3月）の年会費について以下の区分に基づく会費
額をご指定の金融機関から引き落としさせていただきます。
なお、領収書の発行は省略させていただきます。

第 １ ２ 回

通常総会・懇親会のお知らせ

15：30  第12回通常総会

17：30  懇親会

2024（令和6）年6月12日（水）日時

令和6年度の通常総会を上記日程で開催いたします。
詳細につきましては、5月連休明けにご案内させていただきます。

青 年 部 会・女 性 部 会
創立30周年記念事業開催のお知らせ

14：30  記念講演（新百合トウェンティワンホール）

16：30  記念式典（新百合トウェンティワンホール）

18：00  記念祝賀会（ホテルモリノ新百合丘）

当会 青年部会・女性部会は、1994年3月の立ち上げから創立30周年の節目を迎えます。
現在、実行委員会を立ち上げ、青年部会・女性部会ならではの記念事業となるよう、鋭意検討を進めております。
会員の皆様には詳細が決定次第、改めてご案内申し上げますので、何卒ご予定を賜りたくお願い申し上げます。

2024（令和6）年9月4日（水）日時

川崎市多摩区登戸３５０６番地 

    ＲＩＶＥＲＳＩＤＥ ＰＯＩＮＴ ２階 
 

ＴＥＬ  ０４４－９１１－３１９１ 

営業時間 １０：００～２１：００ 

定休日  月曜（祝祭日は翌日） 
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第18回全国女性フォーラム・広島大会

決算法人説明会☆

新設法人説明会☆

行　事　名 会　　場

よみうりゴルフ倶楽部

広島グリーンアリーナ

川崎西税務署3F

川崎西税務署3F

第５回かわさきWESTオープンゴルフ

時　　間

13:30 ～16:20

13:30 ～16:20

14:00 ～19:00

9:00 ～16:00

開　催　日

4月17日（水）

4月18日（木）

定額減税説明会☆ 新百合21ホール第2会議室15:00 ～17:00５月１３日（月）

５月３０日（木）

川崎西税務署3F新設法人説明会☆ 13:30 ～16:206月６日（木）

川崎西税務署3F決算法人説明会☆ 13:30 ～16:206月７日（金）

ホテルモリノ新百合丘７F第1２回通常総会 15:30 ～16:306月1２日（水）

ホテルモリノ新百合丘７F総会懇親会 17:30 ～19:306月1２日（水）

4月18日（木）

ブロック名 法人名 代表者名 所在地 電話・URL業　種

多 　 　 摩
津末 敬子 雑貨 川崎市多摩区登戸

1911-２マミーポポ 044-767-4500

※「☆」の付いている事業は一般の方も歓迎します　
【お申込み】法人会事務局　TEL ：044-980-4131　E-mail：info@kawasakinishihojinkai.or.jp

行事予定 2024(令和6)年 4月～6月
event 
schedule

新入会員紹介 2023(令和5)年 12月～2024(令和6)年 2月
new 

member

オーダーメイドや入学入園グッズ承ります。お洋服の修理も承ります。

1.  相 談 日　 ■ 4月9日（火） ■ 5月9日（木） ■ 6月13日（木） 

2.  開催時間　 14:00～17:00

3.  場　　所　  川崎商工会議所 多摩麻生支所  多摩区登戸2102-1（第2井上ビル2階）

4.  相 談 員 　担当弁護士

※ご相談の際は予約が必要になります。TEL.044-932-1100　FAX.044-932-1101
※商工会議所のご協力により、法人会会員が利用できます。

無
料
法
律
相
談

法 律

※ご相談の際は予約が必要になります。TEL.044-932-1100　FAX.044-932-1101
※商工会議所のご協力により、法人会会員が利用できます。

無
料
融
資
相
談

1.  相 談 日 　随時（事前予約制）

2.  開催時間    9:00～17:00

3.  場　　所　  川崎商工会議所 多摩麻生支所  多摩区登戸2102-1（第2井上ビル2階）

4.  相 談 員 　川崎市商工会議所 職員

KAWANISHI NEWS

公益社団法人

川崎西法人会

公益社団法人 川崎西法人会 事務局
川崎市麻生区はるひ野1-15-1 リーデンススクエアはるひ野102号

E-mail  info@kawasakinishihojinkai.or.jpTEL.044-980-4131

プロレスリングHEAT-UPの選手が川崎西税務署広報大使に
　川崎西税務署は1月29日、プロレス
リングHE AT- U PのTAMUR A☆
GENE☆さん、兼平大介さん、今井礼
夢さん、秦野友貴さん、ハジメさんの5
選手を川崎西税務署広報大使に任命
しました。
　広報大使たちは早速、国税電子申
告・納税システム「e-Tax」でスマート
フォンを使った確定申告を体験し、新
百合ヶ丘駅前で確定申告の広報活動
に参加しました。

水銀灯に代わる照明　無電極ランプ

節電照明はニッケン

株式会社ニッケン石橋
多摩区宿河原4-25-36 大成M1F
www.nikkenmailbin.co.jp TEL.044-328-5314

1/3の消費電力 60,000時間の長寿命 水俣条約クリア照明　

メール便・ポスティングもお任せください！
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新横浜支社/
神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3（新横浜KSビル8F）
TEL 045-471-2301

横浜支店/
神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-19（富士火災横浜ビル）

　　　 日増しに暖かくなる季節を迎え、新しい年度が始まりました。今回の会報誌では、新たなスタートに
ふさわしい特集をお届けします。最近では、テクノロジーの進歩が目覚ましいです。デジタル化や AI
などを事業に活用する企業も増えています。これにより、生活がより便利になり、効率化が進むこと

で余裕のある時間が増えると予想されています。この時間を使って、豊かな価値観や感性、文化、コミュニケーションに注目し、より人
間らしい暮らしを築ければと思います。広報 ・ IT 委員会では、様々な技術を活用し、効率化を模索しながら環境整備を進めています。
これらの取り組みを活かし、地域に根ざした温かみのある会報誌を提供できるよう努めてまいります。会員の皆様、そしてこの号を手に
取ってくださった皆様に、新年度が充実した一年となりますよう心からお祈り申し上げます。　

　公益社団法人 川崎西法人会 広報・IT委員会　三浦 貴之 

◆ 多摩区
人　口　　225,192 人（前年同月より +1,092 人）
世帯数　119,014 世帯（前年同月より +1,561 世帯）

◆ 麻生区
人　口　 180,472 人（前年同月より− 221 人）
世帯数　81,907 世帯（前年同月より +815 世帯）

多摩区・麻生区 DATA
2024 年 2 月1日現在


